






























OTAKE 2020（令和2）.2 30

相

　
　
　
　談

健
康・子
育
て

失業・ひきこもりなど、さまざまな生活困窮に関する相談
携帯メールアドレス：otake-shakyo.yorisoi@docomo.ne.jp
相談員：家庭相談員・母子・父子自立支援員
内　容：子ども、母子・父子に関する相談

火・金曜日 消費生活全般の相談や問い合わせ

内　容：障害に関する相談
携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sya-sou@docomo.ne.jp

精神の障害に関する相談

内　容：障害に関する相談
携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：
　fukushi-soudan.otake.city@gmail.com

サントピア大竹 介護保険の利用手続き・高齢者に関する相談など

認知症に関する相談（全市）・玖波地区の介護保険の
利用手続き・高齢者に関する相談など

市政に関する相談など

こども相談室

市　　役　　所

市　　役　　所

医療法人社団
知 　 仁 　 会

医療法人社団
知 　 仁 　 会

毎　週
火曜日

月曜日～
　金曜日

月曜日～
　金曜日

月曜日～
　金曜日

月曜日～
　金曜日

月曜日～
　金曜日

月曜日～
　金曜日

月曜日～
　金曜日

月曜日～
　土曜日

月曜日～
　金曜日

月曜日～
　金曜日

月曜日～
　金曜日

月曜日～
　土曜日

10：00～12：00
13：00～15：30

年金などの相談・手続きなど
相談は予約が必要です。（前週金曜正午までに）

9：00～16：00 リフォームや新築など、住まいに関する相談に応じ
ます。（祝日は除く。予約制）

8：30～17：15

8：30～17：15 DV、セクハラなどの女性の人権についての相談

8：30～16：45
(木曜日は15：30まで）

8：30～17：15

8：30～16：45

9：00～17：00

8：30～17：15

9：00～16：00

9：00～16：00

9：00～17：00

12日 （木） 相談員：行政相談員13：00～16：00

11日 （水） 対　象：平成30年9月に生まれた幼児
持参品：母子健康手帳、アンケート、歯ブラシ

18日 （水） ギャラリーおおたけ
（市立図書館）

ギャラリーおおたけ
（市立図書館）

対　象：令和元年11月に生まれた乳児
持参品：母子健康手帳、アンケート、バスタオル1枚

12：50～13：20
（受付時間）

12：50～13：20
（受付時間）

25日 （水） 10：00～11：30総合市民会館

相談員：社会保険労務士
相談は予約が必要です。

第　２
木曜日

第　1
木曜日

13：00～16：00
（1人30分程度）

13：00～16：00
（1人30分程度）

相談員：司法書士
相談は予約が必要です。

第　3
木曜日

13：00～16：00
（1人30分程度）

10日 （火） 相談員：弁護士
相談は予約が必要です。（2月12日㈬から受付開始）

13：00～16：00
（1人30分）

相談員：行政書士
相談は予約が必要です。

8：30～17：30

9：00～16：00

電話や面接による子どもと保護者を対象とした相談
（時間外を希望の方は事前に連絡を）

いじめ、虐待、子育てなど子どもの人権についての
相談

ぎゃく

商 工 会 議 所

大竹住まいのリフォーム
センター（商工会議所）

0120-007-110
（無料）

0570-070-810

サントピア大竹

市　　役　　所

市　　役　　所

サントピア大竹

サントピア大竹

サントピア大竹

サントピア大竹

市 役 所

市 役 所

対　象：おおむね生後4カ月～1歳6カ月まで
内　容：体重測定、母乳相談、健康相談、栄養相談
持参品：バスタオル、母子健康手帳　

ふ れ あ い サ ロ ン
に こ に こ ひ ろ ば
[保健医療課]☎59-2140

乳 児 健 康 相 談
[保健医療課]☎59-2140

1歳6カ月児健康診査
[保健医療課]☎59-2140

弁 護 士 相 談
[企画財政課]☎59-2124
行 　 政 　 相 　 談
[企画財政課]☎59-2124

家 庭 児 童 相 談 室
[福祉課]☎59-2151
市消費生活センター
☎57-3236

市地域包括支援センター
☎53-1165

地域活動支援センターみらい
☎59-0223

行 政 書 士 相 談
[社会福祉協議会]☎52-2275
社会保険労務士相談
[社会福祉協議会]☎52-2275
司法書士による法律相談
[社会福祉協議会]☎52-2275

市 政 へ の 相 談
[企画財政課]☎59-2124
こ ど も 相 談
[教育委員会]☎54-0021

年　 金　 相　談
[広島年金事務所]☎082-535-1505

女性の人権ホットライン

子どもの人権110番

よりそいサポートセンター
☎35-5300

障害者相談支援センター
☎52-0167　　52-2247℻

市認知症対応・玖波地区
地域包括支援センター
☎57-7461

住まいに関する相談
☎54-0077

障　 害 　相 　談
[福祉課]
☎59-2150　　57-7158℻

3月の情報ステーション
先取 り

2020.MARCH

人　口　26,778人

世帯数　12,７81世帯

（男）13,０72人 （女）13,706人

下の表の情報は３月のものです｡

市の人口（ 1月1日現在  ）


